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２ （略）

３ 訪問入浴介護

利用者に対して、指定訪問入浴介護（指定居宅サービス基準第4

4条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）に係る受託

居宅サービス事業者の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以

下同じ。）１人及び介護職員２人が、指定訪問入浴介護を行った

場合には、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護

費（以下「訪問入浴介護費」という。）に100分の90を乗じて得た

単位数を算定する。なお、訪問入浴介護費の注１から注８まで、

ロ及びハについては適用しない。

４ 訪問看護

通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定

める者等（平成12年厚生省告示第23号。以下「定める者等」とい

う。）第３号に規定する疾病等の患者を除く。）に対して、指定訪

問看護（指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護を

いう。以下同じ。）に係る受託居宅サービス事業者の保健師、看

護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看

護師等」という。）が、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステ

ーション（指定居宅サービス基準第60条第１項第１号に規定する

指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）にあっては、主

治の医師が交付した文書による指示）及び訪問看護計画書（指定

居宅サービス基準第70条第１項に規定する訪問看護計画書をいう。

以下同じ。）に基づき、指定訪問看護を行った場合には、現に要

した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定

訪問看護を行うのに要する標準的な時間で、指定居宅サービス介

護給付費単位数表の訪問看護費（以下「訪問看護費」という。）

に100分の90を乗じて得た単位数を算定する（所要時間が20分未満

のものについては、指定訪問看護が24時間行える体制を整えてい

る指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護

計画書の中に20分以上の指定訪問看護が週１回以上含まれている

場合に限り、算定する。）。ただし、訪問看護費のイの⑸について、

指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が１日に２回を超えて指定訪問看護を行った場合、１回につ

き100分の81に相当する単位数を算定する。なお、訪問看護費の注

１から注12まで及び注14から注15まで並びにハからトについては
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適用しない。

５ 指定訪問リハビリテーション（１回につき）

通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション（指

定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーショ

ンをいう。以下同じ。）に係る受託居宅サービス事業者の理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っ

ている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行っ

た場合には、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビ

リテーション費（以下「訪問リハビリテーション費」という。）

に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。なお、訪問リハビリ

テーション費のイの注１から注５まで及び注７並びにロについて

は適用しない。

６ 指定通所介護

イ 利用者に対して、指定通所介護（指定居宅サービス基準第92

条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）に係る受託居

宅サービス事業者（以下この号において「指定通所介護受託居

宅サービス事業者」という。)が、厚生労働大臣が定める施設基

準（平成12年厚生省告示第26号。以下「施設基準」という。）

第４号イからニまでに適合しているものとして都道府県知事（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市

（以下「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中

核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は中

核市の市長。以下同じ。）に届け出た指定通所介護事業所（指

定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所

をいう。）において、指定通所介護を行った場合には、当該施

設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、

現に要した時間ではなく、通所介護計画（指定居宅サービス基

準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。）に位置付けら

れた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、指

定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費（以下「通所

介護費」という。）に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

ただし、定める者等第10号に規定する利用者に対して、所要時

間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、通所介護

費のイ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数に100分の63を

乗じて得た単位数を算定する。
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ロ （略）

ハ イ及びロについては、通所介護費の注１から注12まで、ヘ及

びトについては適用しない。

７ 指定通所リハビリテーション

利用者に対して、指定通所リハビリテーション（指定居宅サー

ビス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。

以下同じ。）に係る受託居宅サービス事業者が、施設基準第５号

に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリ

テーション事業所（指定居宅サービス基準第111条第１項に規定す

る指定通所リハビリテーション事業所をいう。）において、指定

通所リハビリテーションを行った場合には、利用者の要介護状態

区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーショ

ン計画（指定居宅サービス基準第115条第１項に規定する通所リハ

ビリテーション計画をいう。）に位置付けられた内容の指定通所

リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間で、指定居宅

サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費（以下

「通所リハビリテーション費」という。）に100分の90を乗じて得

た単位数を算定する。なお、通所リハビリテーション費の注１か

ら注16まで、ニ及びホは適用しない。

８ （略）

９ 指定認知症対応型通所介護

利用者に対して、指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚

生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）

第41条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

に係る受託居宅サービス事業者が、施設基準第23号に適合してい

るものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第42条第１項に

規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をい

う。）又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密

着型サービス基準第45条第１項に規定する共用型指定認知症対応

型通所介護事業所をいう。）において、指定認知症対応型通所介

護を行った場合には、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者

の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、認知症対

応型通所介護計画（指定地域密着型サービス基準第52条第１項に
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規定する認知症対応型通所介護計画をいう。）に位置付けられた

内容の指定認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間

で、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成18年厚生労働省告示第126号）別表指定地域密着型サービ

ス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費（以下「認知症

対応型通所介護費」という。以下同じ。）に100分の90を乗じて得

た単位数を算定する。ただし、定める者等第23号に規定する利用

者に対して、所要時間２時間以上３時間未満の指定認知症対応型

通所介護を行う場合は、認知症対応型通所介護費のイ⑴㈠若しく

は⑵㈠又はロ⑴の所定単位数に100分の57を乗じて得た単位数を算

定する。なお、認知症対応型通所介護費の注１から注10まで並び

にハ及びニについては適用しない。

（新設） ３ ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

ものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、指

定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看

護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に

該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定

する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

⑴ 当該指定特定施設が初めて指定を受けた日から起算して三年

以上の期間が経過していること。

⑵ 当該指定特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居室等

（定員が一人であるものに限る。）を利用するものであること。

ただし、短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者の数

は、当該指定特定施設の入居定員の百分の十以下であること。

⑶ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を

定めること。

⑷ 当該指定特定施設の入居者（短期利用特定施設入居者生活介

護を受ける入居者を除く。）の数が、当該指定特定施設の入居

定員の百分の八十以上であること。

⑸ 家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与

の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を
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受領しないこと。

⑹ 介護保険法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第

三項の規定による命令、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三

十三号）第二十九条第十一項の規定による命令、社会福祉法（昭

和二十六年法律第四十五号）第七十一条の規定による命令又は

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十

六号）第二十五条各項の規定による指示（以下「勧告等」とい

う。）を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受け

た日から起算して五年以上の期間が経過していること。

２ イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の ４ イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の

理学療法士等を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を 理学療法士等を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を

超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に 超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療 従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療

法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利 法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利

用者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府 用者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府

県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機 県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機

能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごと 能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごと

に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機 に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機

能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、１日 能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、１日

につき12単位を所定単位数に加算する。 につき12単位を所定単位数に加算する。

３ イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す ５ イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

るものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、 合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設におい

利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、 て、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場

夜間看護体制加算として、１日につき10単位を所定単位数に加 合に、夜間看護体制加算として、１日につき10単位を所定単位

算する。 数に加算する。

４ イについては、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続 ６ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的

的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協 に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力

力医療機関（指定居宅サービス基準第191条第１項に規定する協 医療機関（指定居宅サービス基準第191条第１項に規定する協力

力医療機関をいう。）又は当該利用者の主治医に対して、当該 医療機関をいう。）又は当該利用者の主治医に対して、当該利

利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合 用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合に

には、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単位 は、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単位数

数に加算する。 に加算する。

（新設） ７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用

者については、看取り介護加算として、死亡日以前４日以上30
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日以下については１日につき80単位を、死亡日の前日及び前々

日については１日につき680単位を、死亡日については１日につ

き1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日か

ら死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、

夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。

次のイからハまでのいずれにも適合している利用者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがないと診断した者であること。

ロ 利用者又はその家族等の同意を得て、利用者の介護に係る計

画が作成されていること。

ハ 医師、看護師、介護職員等が共同して、利用者の状態又は家

族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同

意を得て介護が行われていること。

（新設） ニ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行っ

た場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月31日ま

での間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） イからハまでにより算定した

単位数の1000分の30に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ⑴により算定した単位数の100

分の90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ⑴により算定した単位数の100

分の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

9

okayamaken
長方形

okayamaken
長方形



- 107 -

善」という。）に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加

算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 当該指定特定施設において、⑴の賃金改善に関する計画並び

に当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処

遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、

全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定特定施設において、事業年度ごとに介護職員の処遇

改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定特定施設において、労働保険料（労働保険の保険料

の徴収等に関する法律 （昭和四十四年法律第八十四号）第十条

第二項に規定する労働保険料をいう。）の納付が適正に行われ

ていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実

施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除
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く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護

職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合し、かつ、イ⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに

適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

11 福祉用具貸与費（１月につき） 11 福祉用具貸与費（１月につき）

指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第１項に規 指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第１項に規

定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。）において、指定 定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。）において、指定

福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具 福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具

貸与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に 貸与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に

要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される 要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される

１単位の単価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、 １単位の単価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、

これを四捨五入して得た単位数）とする。 これを四捨五入して得た単位数）とする。

注１ 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用 注１ 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用

に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉 に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉

用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場 用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場

合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、 合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、

当該指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス基準第194条第 当該指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス基準第194条第

１項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） １項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）

の通常の事業の実施地域（指定居宅サービス基準第200条第５号 の通常の事業の実施地域（指定居宅サービス基準第200条第５号

に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。）におい に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。）におい

て指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費（当該指定福祉 て指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費（当該指定福祉

用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福 用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福

祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談 祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談

員１名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ。）に 員１名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ。）に

相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用され 相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用され

る１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに る１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに

当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相 当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相

当する額を限度として所定単位数に加算する。 当する額を限度として所定単位数に加算する。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 ２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所の 働大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所の
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者の看護師等が、その主治の医師の指示（指定介護予防訪問看護

ステーション（指定介護予防サービス基準第63条第１項第１号に

規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）

にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び介護予

防訪問看護計画書（指定介護予防サービス基準第76条第２号に規

定する介護予防訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、

指定介護予防訪問看護を行った場合には、現に要した時間ではな

く、介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予

防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で、指定介護予防サー

ビス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費（以下「介護予防

訪問看護費」という。以下同じ。）に100分の90を乗じて得た単位

数を算定する（所要時間が20分未満のものについては、指定介護

予防訪問看護が24時間行える体制を整えている指定介護予防訪問

看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中

に20分以上の指定介護予防訪問看護が週１回以上含まれている場

合に限り、算定する。）。ただし、イの⑸について、指定訪問看護

ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に

２回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合、１回につき100

分の81に相当する単位数を算定する。なお、介護予防訪問看護費

の注１から注10まで及び注12並びにハからホまでについては適用

しない。

５ 指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき）

通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテー

ション（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予

防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）に係る受託介護

予防サービス事業者の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護

予防訪問リハビリテーションを行った場合には、指定介護予防サ

ービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費

（以下「介護予防訪問リハビリテーション費」という。）に100分

の90を乗じて得た単位数を算定する。なお、介護予防訪問リハビ

リテーション費の注１から注５まで及び注７並びにロについては

適用しない。

６ 指定介護予防通所介護（１月につき）

利用者に対して、指定介護予防通所介護（指定介護予防サービ
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ス基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）

に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第62号に適合し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護

事業所（指定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する指定

介護予防通所介護事業所をいう。）において、指定介護予防通所

介護を行った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、指定

介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費（以

下「介護予防通所介護費」という。）に100分の90を乗じて得た単

位数を算定する。なお、介護予防通所介護費のイの注１から注６

まで並びにロ及びトからリまでについては適用しないこととし、

ハからヘまでについては、次のとおり算定することとする。

イ 運動器機能向上加算 203単位

注 介護予防通所介護費のハの運動器機能向上サービスを行っ

た場合に、１月につき所定単位数を加算する。

ロ 栄養改善加算 135単位

注 介護予防通所介護費のニの栄養改善サービスを行った場合

に、１月につき所定単位数を加算する。

ハ 口腔機能向上加算 135単位

注 介護予防通所介護費のホの口腔機能向上サービスを行った

場合に、１月につき所定単位数を加算する。

ニ 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が、利

用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又

は口腔機能向上サービス（以下「選択的サービス」という。）

のうち複数のサービスを実施した場合に、１月につき次に掲

げる単位数を所定単位に加算する。ただし、運動器機能向上

加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場

合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場ににおいては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

⑴ 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 432単位

⑵ 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 630単位
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※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

⑴ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所

介護費のハの注、ニの注若しくはホの注又は指定介護予防通

所リハビリテーション費のロの注、ハの注若しくはニの注に

掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能

向上サービス（以下「選択的サービス」という。）のうち、

２種類のサービスを利用者に対して実施していること。

⑵ 利用者が指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対

し、選択的サービスを行っていること。

⑶ 利用者に対し、いずれかの選択的サービスを１月につき２

回以上行っていること。

ロ 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 次に掲げるいずれの基

準にも適合すること。

⑴ 利用者に対し、選択的サービスのうち３種類のサービスを

実施していること。

⑵ イ⑵及び⑶の基準に適合すること。

７ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき）

利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション（指定

介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビ

リテーションをいう。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス

事業者が、指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介

護予防サービス基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所をいう。）において、指定介護予防通所

リハビリテーションを行った場合には、利用者の要支援状態区分

に応じて、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防

通所リハビリテーション費（以下「介護予防通所リハビリテーシ

ョン費」という。）に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

なお、介護予防通所リハビリテーション費の注１から注６まで並

びにヘからチまでについては、適用しないこととし、ロからホま

でについては、次のとおり算定することとする。
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イ 運動器機能向上加算 203単位

注 介護予防通所リハビリテーション費のロの運動器機能向上

サービスを行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。

ロ 栄養改善加算 135単位

注 介護予防通所リハビリテーション費のハの栄養改善サービ

スを行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。

ハ 口腔機能向上加算 135単位

注 介護予防通所リハビリテーション費のニの口腔機能向上サ

ービスを行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。

ニ 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所が、利用者に対し、選択的サービスのうち複数のサ

ービスを実施した場合に、１月につき次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上サービス、栄

養改善サービス又は口腔機能向上サービスを算定している場

合には、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。

⑴ 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 432単位

⑵ 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 630単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

⑴ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所

介護費のハの注、ニの注若しくはホの注又は指定介護予防通

所リハビリテーション費のロの注、ハの注若しくはニの注に

掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能

向上サービス（以下「選択的サービス」という。）のうち、

２種類のサービスを利用者に対し実施していること。

⑵ 利用者が指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対

し、選択的サービスを行っていること。
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⑶ 利用者に対し、いずれかの選択的サービスを１月につき２

回以上行っていること。

ロ 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 次に掲げるいずれの基

準にも適合すること。

⑴ 利用者に対し、選択的サービスのうち３種類のサービスを

実施していること。

⑵ イ⑵及び⑶の基準に適合すること。

８ （略）

９ 指定介護予防認知症対応型通所介護

利用者に対して、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指

定地域密着型介護予防サービス基準」という。以下同じ。）第４

条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第75号に

適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防

サービス基準第５条第１項に規定する単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所をいう。）又は共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービ

ス基準第８条第１項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所をいう。）において、指定介護予防認知症対応型

通所介護を行った場合には、当該施設基準に掲げる区分に従い、

利用者の要支援状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、介

護予防認知症対応型通所介護計画（指定地域密着型介護予防サー

ビス基準第42条第２号に規定する介護予防認知症対応型通所介護

計画をいう。）に位置付けられた内容の指定介護予防認知症対応

型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年

厚生労働省告示第128号）別表指定地域密着型介護予防サービス介

護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費（以下「介

護予防認知症対応型通所介護費」という。以下同じ。）に100分の

90を乗じて得た単位数を算定する。ただし、定める者等第66号に
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規定する利用者に対して、所要時間２時間以上３時間未満の指定

認知症対応型通所介護を行う場合は、介護予防認知症対応型通所

介護費のイ⑴㈠しくは⑵㈠又はロ⑴の所定単位数に100分の57を乗

じて得た単位数を算定する。なお、介護予防認知症対応型通所介

護費のイ及びロの注１から注５まで、注９並びに注10、ハ並びに

二については適用しないこととし、イ及びロの注６から注８につ

いては、次のとおり算定することとする。

イ 個別機能訓練加算 24単位

注 介護予防認知症対応型通所介護費の注６の個別機能訓練を

行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。

ロ 栄養改善加算 135単位

注 介護予防認知症対応型通所介護費の注７の栄養改善サービ

スを行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。

ハ 口腔機能向上加算 135単位

注 介護予防認知症対応型通所介護費の注８の口腔機能向上サ

ービスを行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。

２ イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理 ２ イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理

学療法士等を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え 学療法士等を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え

る指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務 る指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務

に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療 に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療

法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用 法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用

者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、都道府県 者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、都道府県

知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、 知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、

機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごと 機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごと

に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能 に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能

訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、１日につ 訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、１日につ

き12単位を所定単位数に加算する。 き12単位を所定単位数に加算する。

３ イについては、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的 ３ イについては、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的

に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医 に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医

療機関（指定介護予防サービス基準第242条第１項に規定する協力 療機関（指定介護予防サービス基準第242条第１項に規定する協力

医療機関をいう。）又は当該利用者の主治医に対して、当該利用 医療機関をいう。）又は当該利用者の主治医に対して、当該利用

者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合には、 者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合には、

医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単位数に加算 医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単位数に加算

する。 する。
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（新設） ハ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居

者生活介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平

成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） イ又はロにより算定した単位

数の1000分の30に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ⑴により算定した単位数の100

分の90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ⑴により算定した単位数の100

分の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加

算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 当該指定介護予防特定施設において、⑴の賃金改善に関する

計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護

職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を

作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出てい

ること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防特定施設において、事業年度ごとに介護職

員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用
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保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防特定施設において、労働保険料（労働保険

の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）

第十条第二項に規定する労働保険料をいう。）の納付が適正に

行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実

施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除

く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護

職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合し、かつ、イ⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに

適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

11 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 11 介護予防福祉用具貸与費(１月につき）

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第266 指定介護予防福祉用具貸与事業所(指定介護予防サービス基準第266

条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同 条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同

じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス じ。)において、指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス基

基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。） 準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)

を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を

15

okayamaken
長方形

okayamaken
長方形



- 1 -

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月８日老企第４０号 厚生省老人保健福祉局企画課長通

知）

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

〔目次〕 〔目次〕

（略） （略）

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ ⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ

の通知 の通知

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪

問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅 問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施 介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について」（平成十二年三月一日老企第三十六号厚 上の留意事項について」（平成十二年三月一日老企第三十六号厚

生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」 生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」

という。）第一の１の⑴から⑷までを準用する。 という。）第一の１の⑴から⑷までを準用する。

⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月 届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月

の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとする。 ら算定を開始するものとする。

２ 届出事項の公開等 ２ 届出事項の公開等

訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。 訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。

第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者 第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者

生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表 生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表

１ 通則 １ 通則

⑴ 算定上における端数処理について ⑴ 算定上における端数処理について

訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。 訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。

⑵ 入所等の日数の数え方について ⑵ 入所等の日数の数え方について

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入 ① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入

所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。 所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期 ② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期
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入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び 入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び

③において「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若 ③において「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若

しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職 しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職

員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等 員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等

が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険 が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険

施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所 施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所

等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護 等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護

の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場 の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場

合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算 合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算

定しない。 定しない。

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施 ③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施

設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医 設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医

療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」 療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」

という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷 という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷

地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当 地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当

該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が 該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が

行われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険 行われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険

適用病床」という。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟 適用病床」という。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟

の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所等の日は の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所等の日は

算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院し 算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院し

たその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内 たその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内

の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等 の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等

の日は算定されない。 の日は算定されない。

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の

員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省 員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省

告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。） 告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）

の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した

日を含み、退所等した日は含まないものとする。 日を含み、退所等した日は含まないものとする。

⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について ⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ

ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて

は、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を は、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を

入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の 入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の

減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員 減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員

超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているとこ 超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているとこ
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ろであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であ ろであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であ

り、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 り、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

② この場合の利用者等の数は、一月間（暦月）の利用者等の数 ② この場合の利用者等の数は、一月間（暦月）の利用者等の数

の平均を用いる。この場合、一月間の利用者等の数の平均は、 の平均を用いる。この場合、一月間の利用者等の数の平均は、

当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とす 当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切 る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切

り上げるものとする。 り上げるものとする。

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超 ③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超

過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設について 過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設について

は、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、 は、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、

利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方 利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方

法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消 法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消

されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所又は施 ④ 都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

設に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に 第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」と

従わず、定員超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事 いう。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以

情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものと 下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市の市

する。 長。３の⑹ニｃ、７の⑻⑤を除き、以下同じ。）は、定員超過

利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行

うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が二月

以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又

は許可の取消しを検討するものとする。

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用 ⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用

については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた

時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが 時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが

やむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所 やむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所

定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないに 定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないに

もかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している もかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している

場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行 場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行

うものとする。 うものとする。

⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法について ⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法について

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設におい 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設におい

て常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するも て常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するも

のとし、小数点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむ のとし、小数点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむ

を得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に一割の範 を得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に一割の範
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囲内で減少した場合は、一月を超えない期間内に職員が補充され 囲内で減少した場合は、一月を超えない期間内に職員が補充され

れば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。 れば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について ⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活 ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活

介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護 介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護

療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等 療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆ の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆ

る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通 る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通

所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位 所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位

数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適 数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適

正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠 正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠

如の未然防止を図るよう努めるものとする。 如の未然防止を図るよう努めるものとする。

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者 ② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者

数等は、当該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三 数等は、当該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三

十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用い 十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用い

る（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この る（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この

場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該 場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該

前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算 前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算

定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。 定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 ③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場 イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場

合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月 合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月

まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の

算定方法に規定する算定方法に従って減算され、 算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基 ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基

準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい 準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい

て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法 て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法

に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準 に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準

を満たすに至っている場合を除く。）。 を満たすに至っている場合を除く。）。

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月 ④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月

から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全 から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全

員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算 員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算

定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員 定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員

基準を満たすに至っている場合を除く。）。 基準を満たすに至っている場合を除く。）。

⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定する ⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定する
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ために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如と ために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如と

なるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うも なるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うも

のであること（したがって、例えば看護六：一、介護四：一の のであること（したがって、例えば看護六：一、介護四：一の

職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医 職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医

療施設において、看護六：一、介護四：一を満たさなくなった 療施設において、看護六：一、介護四：一を満たさなくなった

が看護六：一、介護五：一は満たすという状態になった場合は、 が看護六：一、介護五：一は満たすという状態になった場合は、

看護六：一、介護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得 看護六：一、介護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得

た単位数ではなく、看護六：一、介護五：一の所定単位数を算 た単位数ではなく、看護六：一、介護五：一の所定単位数を算

定するものであり、看護六：一、介護六：一を下回ってはじめ 定するものであり、看護六：一、介護六：一を下回ってはじめ

て人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出ていた て人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出ていた

看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業 看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業

者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府 者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府

県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単 県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単

位数の適用については、③の例によるものとすること。 位数の適用については、③の例によるものとすること。

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型 ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型

指定介護療養型医療施設については、看護六：一、介護四：一 指定介護療養型医療施設については、看護六：一、介護四：一

を下回る職員配置は認められていないため、看護六：一、介護 を下回る職員配置は認められていないため、看護六：一、介護

五：一、看護六：一、介護六：一の職員配置に応じた所定単位 五：一、看護六：一、介護六：一の職員配置に応じた所定単位

数を定めておらず、職員配置が看護六：一、介護四：一を満た 数を定めておらず、職員配置が看護六：一、介護四：一を満た

さない場合は人員基準欠如となるものであり、看護六：一、介 さない場合は人員基準欠如となるものであり、看護六：一、介

護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を算定 護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を算定

する。 する。

⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、 ⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、

職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ 職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ

と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除 と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除

き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。 き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。

⑹ 夜勤体制による減算について ⑹ 夜勤体制による減算について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ

ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて

は、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数 は、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数

の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤 の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下 務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下

「夜勤職員基準」という。））を置いているところであるが、こ 「夜勤職員基準」という。））を置いているところであるが、こ

れらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応 れらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応

し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤 し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤
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を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう

努めるものとする。 努めるものとする。

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算について ② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算について

は、ある月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した は、ある月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した

場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位 場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位

数が減算されることとする。 数が減算されることとする。

イ 夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時までの時間を含 イ 夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時までの時間を含

めた連続する十六時間をいい、原則として事業所又は施設ご めた連続する十六時間をいい、原則として事業所又は施設ご

とに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜 とに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜

勤職員基準に定める員数に満たない事態が二日以上連続して 勤職員基準に定める員数に満たない事態が二日以上連続して

発生した場合 発生した場合

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定 ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定

める員数に満たない事態が四日以上発生した場合 める員数に満たない事態が四日以上発生した場合

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数について ③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数について

は、⑸②を準用すること。この場合において「小数点第二位以 は、⑸②を準用すること。この場合において「小数点第二位以

下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。 下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。

④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、 ④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、

夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、 夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、

指定の取消しを検討すること。 指定の取消しを検討すること。

⑺ 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について ⑺ 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未 イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未

満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。） 満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）

の利用者数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、 の利用者数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、

便宜上、ベッド数の九十％を利用者数等とし、新設又は増床 便宜上、ベッド数の九十％を利用者数等とし、新設又は増床

の時点から六月以上一年未満の間は、直近の六月における全 の時点から六月以上一年未満の間は、直近の六月における全

利用者等の延数を六月間の日数で除して得た数とし、新設又 利用者等の延数を六月間の日数で除して得た数とし、新設又

は増床の時点から一年以上経過している場合は、直近一年間 は増床の時点から一年以上経過している場合は、直近一年間

における全利用者等の延数を一年間の日数で除して得た数と における全利用者等の延数を一年間の日数で除して得た数と

する。 する。

ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減 ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減

床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。 床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用にお ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用にお

ける利用者数等については、医療法の取扱いの例によるもの ける利用者数等については、医療法の取扱いの例によるもの

であり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。 であり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。
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（特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の （特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の

一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託 一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託

している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託し している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託し

ている場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託し ている場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託し

た業務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サ た業務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サ

ービスを利用させることができる。この場合には、当該事業者は ービスを利用させることができる。この場合には、当該事業者は

業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。 業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。

⑵ 個別機能訓練加算について ⑵ 個別機能訓練加算について

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基 ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基

づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。） づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）

について算定する。 について算定する。

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであ 職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであ

ること。 ること。

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職 ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用 員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を 者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を

作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法 作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法

等について評価 等について評価

⑶ 夜間看護体制加算について ⑶ 夜間看護体制加算について

注３の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりと 注５の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりと

すること。 すること。

「二十四時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要 「二十四時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要

するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場 するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場

合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも 合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも

のである。具体的には、 のである。具体的には、

① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護 ① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護

職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコー 職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコー

ル体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がな ル体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がな

されていること。 されていること。

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、 ② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、

看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（ど 看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（ど

のようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされ のようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされ

ていること。 ていること。

③ 特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取 ③ 特定施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、
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り決めが周知されていること。 ②の取り決めが周知されていること。

④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場 ④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場

合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行 合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行

うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。

といった体制を整備することを想定している。 といった体制を整備することを想定している。

⑷ 医療機関連携加算について ⑷ 医療機関連携加算について

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に ① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に

おいて「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以 おいて「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以

下この号において「情報提供日」という。）前三十日以内にお 下この号において「情報提供日」という。）前三十日以内にお

いて、特定施設入居者生活介護を算定した日が十四日未満であ いて、特定施設入居者生活介護を算定した日が十四日未満であ

る場合には、算定できないものとする。 る場合には、算定できないものとする。

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 ② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施 ③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施

設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間 設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間

及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報 及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報

の内容についても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら の内容についても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら

以外の情報を提供することを妨げるものではない。 以外の情報を提供することを妨げるものではない。

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの ④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの

間において、居宅サービス基準第百八十六条に基づき、利用者 間において、居宅サービス基準第百八十六条に基づき、利用者

ごとに健康の状況について随時記録すること。 ごとに健康の状況について随時記録すること。

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ ⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ

ＡＸを含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、 ＡＸを含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、

協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機 協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機

関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる 関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる

方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の 方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の

利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認 利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認

を得ても差し支えない。 を得ても差し支えない。

⑸ 短期利用特定施設入居者生活介護費について

短期利用特定施設入居者生活介護については、施設基準第○○

号に規定する基準を満たす特定施設において算定できるものであ

る。

同号○⑴の要件は、施設に求められる要件であるので、新たに

特定施設を開設する場合に、他の特定施設において三年以上の経

験を有する者が配置されていたとしても、当該施設として三年以

上の期間が経過しなければ、短期利用特定施設入居者生活介護費
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を算定することはできないものである。

特定施設の入居定員に占める入居者の割合については、届出日

の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について

算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月にお

いて直近三月間の入居者の割合がそれぞれ百分の八十以上である

ことが必要である。当該割合については、毎月記録するものとし、

百分の八十を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス

通知第一の５の届出を提出しなければならない。

権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用特

定施設入居者生活介護を受ける入居者のみならず、当該特定施設

の入居者に対しても、適用されるものである。

⑹ 看取り介護加算について

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知

見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、そ

の旨を本人又はその家族に対して説明し、その後の療養方針に

ついての合意を得た場合において、医師、看護職員、介護職員

等が共同して、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行

い、療養及び介護に関する合意を得た上で、その人らしさを尊

重した看取りができるよう支援することを主眼として設けたも

のである。

② 看取り介護加算は、○号告示第○号に定める基準に適合する

看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて

三十日を上限として、特定施設において行った看取り介護を評

価するものである。

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自

宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、

当該特定施設において看取り介護を直接行っていない退居した

日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。（し

たがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が三十日以

上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。）

③ 特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定

可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定するこ

とから、利用者側にとっては、施設に入居していない月につい

ても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居等す

る際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護
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加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文

書にて同意を得ておくことが必要である。

④ 特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導

や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用

者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、利

用者の死亡を確認することができる。

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医

療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施

設に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本

人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが

必要である。

⑤ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、

口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

ある。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介

護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取

り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認

められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保

されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する

とともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず

来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極

めて重要であり、施設は、可能な限り家族の意思を確認しなが

ら介護を進める必要がある。

⑸ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について ⑺ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について

① 報酬の算定及び支払方法について ① 報酬の算定及び支払方法について

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サー 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サー

ビス部分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介 ビス部分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安 護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安

否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービ 否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービ

ス部分（当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以下 ス部分（当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以下

「受託居宅サービス事業者」という。）が提供する居宅サービ 「受託居宅サービス事業者」という。）が提供する居宅サービ
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ス部分）からなり、イ及びロの単位数を合算したものに特定施 ス部分）からなり、イ及びロの単位数を合算したものに特定施

設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外 設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払わ 部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払わ

れる。 れる。

介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合 介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合

の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用 の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用

されることとなる。 されることとなる。

なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業 なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者においては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付 者においては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付

けられていない。 けられていない。

イ 基本サービス部分は一日につき八十七単位とする。 イ 基本サービス部分は一日につき八十六単位とする。

ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づ ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づ

き受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの き受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの

実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サー 実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サー

ビス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サー ビス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サー

ビス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用 ビス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用

型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類 型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類

及び当該サービスの単位数並びに限度単位数（平成十八年厚 及び当該サービスの単位数並びに限度単位数（平成十八年厚

生労働省告示第百六十五号）の定めるところにより、当該告 生労働省告示第百六十五号）の定めるところにより、当該告

示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該告示に 示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該告示に

定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居 定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十一 宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十一

年厚生省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算 年厚生省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算

定方法と同趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異 定方法と同趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異

なるので、留意されたい。 なるので、留意されたい。

ア 訪問介護について ア 訪問介護について

・訪問介護に係る報酬額については、十五分ごとの算定と ・訪問介護に係る報酬額については、十五分ごとの算定と

なっていること。 なっていること。

・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修 ・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修

了者又は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算 了者又は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算

定すること。 定すること。

イ 訪問看護 イ 訪問看護

・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言 ・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士によるサービス提供に限り算定すること。 語聴覚士によるサービス提供に限り算定すること。

② 受託居宅サービス事業者への委託料について ② 受託居宅サービス事業者への委託料について

- 42 -

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受

託居宅サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基 託居宅サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基

づくものである。 づくものである。

③ 障害者等支援加算について ③ 障害者等支援加算について

「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下 「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下

の障害等を有する者を指すものである。 の障害等を有する者を指すものである。

ａ 「療育手帳制度について」（昭和四十九年九月二十七日付 ａ 「療育手帳制度について」（昭和四十九年九月二十七日付

厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知）第五の２の規定に 厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知）第五の２の規定に

より療育手帳の交付を受けた者 より療育手帳の交付を受けた者

ｂ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年 ｂ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年

法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神障害 法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けた者 者保健福祉手帳の交付を受けた者

ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断さ ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断さ

れた者 れた者

⑻ 介護職員処遇改善加算について

２⒂を準用する。

５ 介護福祉施設サービス ５ 介護福祉施設サービス

⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について ⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について

介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介 介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介

護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ 護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが

必要であること（施設基準第三十七号）。 必要であること（施設基準第三十七号）。

⑵ 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について ⑵ 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について

介護福祉施設サービス費は、施設基準第三十八号に規定する基 介護福祉施設サービス費は、施設基準第三十八号に規定する基

準に従い、以下の通り、算定すること。 準に従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第三十八号イに規定する介護福祉施設サービス費介 イ 施設基準第三十八号イに規定する介護福祉施設サービス費介

護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人 護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人

のものに限る。）(｢従来型個室」という。）の入所者に対して行 のものに限る。）(｢従来型個室」という。）の入所者に対して行

われるものであること。 われるものであること。

ロ 施設基準第三十八号ロに規定する介護福祉施設サービス費 ロ 施設基準第三十八号ロに規定する介護福祉施設サービス費

介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二 介護福祉施設サービスが、平成二十四年四月一日において現に

人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対して 存する介護老人福祉施設（同日において建築中のものを含み、

行われるものであること。 同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に

おいて、ユニットに属さない居室（定員が二人以上のものに限

る。）の入所者に対して行われるものであること。
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○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発0317001老振
発0317001老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連盟通知）

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について 伴う実施上の留意事項について

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り ⑴ 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー 指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー

ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること(ただし、同一の敷地 ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷

内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可と 地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可

する。)。 とする。）。

⑵ 要件審査 ⑵ 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜

補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週 補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週

間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること(相手方の補 間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の

正に要する時間は除く。)。 補正に要する時間は除く。）。

⑶ 届出の受理 ⑶ 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応

じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

⑷ 国保連合会等への通知 ⑷ 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体 届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体

連合会(以下「国保連合会」という。)に通知すること。 連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下 届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以

同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護 下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や

予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎 介護予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出

月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になされ が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降にな

た場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 された場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者 また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者

生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理 生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理
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された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日であ

場合は当該月)から算定を開始するものとすること。 る場合は当該月）から算定を開始するものとすること。

ただし、平成二十一年四月から算定を開始する加算等の届出に ただし、平成二十四年四月から算定を開始する加算等の届出に

ついては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護 ついては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護

予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介 予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介

護予防支援に係るものについては、同年三月二十五日以前に、介 護予防支援に係るものについては、同年三月二十五日以前に、介

護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に 護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に

係るものについては、同年四月一日までになされれば足りるもの 係るものについては、同年四月一日までになされれば足りるもの

とする。介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リ とする。介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リ

ハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、 ハビリテーションについては、月額定額報酬であることから、月

月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であ 途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ

っても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算

算定することとし、日割り計算は行わない。 定することとし、日割り計算は行わない。

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、② ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②

要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転 要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転

居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。 居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。

また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り

計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支 計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支

援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合 援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合

であって、月途中に、要支援一に変更となった場合については、 であって、月途中に、要支援一に変更となった場合については、

認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。

２ 届出事項の公開 ２ 届出事項の公開

届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者 届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者

においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる

こと。 こと。

３ 届出事項に係る事後調査の実施 ３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後

的な調査を行うこと。 的な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場 ４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場

合の届出の取扱い 合の届出の取扱い

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ ① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ

とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該 とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該

届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該 届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該

届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体 届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体

が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し
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ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは

当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、 当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、

厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪 厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪

質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る

までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して

いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場 いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場

合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。 合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い ５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場

合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに 合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに

その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定 その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定

されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの

とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい

て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である 不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である

が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 ６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業 ４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業

所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護 所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護

給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ 給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ

れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、 れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、

返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保 返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保

存しておくこと。 存しておくこと。

第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

１ 通則 １ 通則

⑴ 算定上における端数処理について ⑴ 算定上における端数処理について

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何 単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何

らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数 らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端

処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数 数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整

値に割合を乗じていく計算になる。 数値に割合を乗じていく計算になる。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合 なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合

成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理 成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理

をした単位数（整数値）である。 をした単位数（整数値）である。

⑵ サービス種類相互の算定関係について ⑵ サービス種類相互の算定関係について

- 4 -

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共 介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共

同生活介護費を受けている者については、その他の指定介護予防 同生活介護費を受けている間については、その他の指定介護予防

サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る介護給付（介護 サービス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療

予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。 養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、

ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要があ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してそ 当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護

の他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用 予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させること

させることは差し支えないものであること。また、介護予防短期 は差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者につ 護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介

いては、介護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予 護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護

防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通 費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所介護費及

所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防 び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応

認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費 型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しな

は算定しないものであること。 いものであること。

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所 なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所

生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について 生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について

も算定が可能であること。 も算定が可能であること。

⑶ 退所日等における介護予防サービスの算定について ⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日） 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）

については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ

テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー

ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスでも、機能 ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスにおいても

訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）に 機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）

介護予防通所サービスを機械的に組み込むといった介護予防サー に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービ

ビス計画は適正でない。また、入所（入院）当日であっても当該 ス計画は適正でない。なお、入所（入院）当日であっても当該入

入所(入院)前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定で 所（入院）前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定で

きる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防 きる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防

通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サ 通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サ

ービス計画は適正ではない。 ービス計画は適正ではない。

⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合 ⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合

の取扱いについて の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す 利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す

ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問 ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問

看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション 看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション
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を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の

状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護の 状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護の

ために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービス ために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービス

についてそれぞれの所定単位数が算定される。 についてそれぞれの所定単位数が算定される。

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について ⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、

介護予防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成九年法律第 介護予防訪問リハビリテーションは、介護保険法（平成九年法律

百二十三号)第八条の二の定義上、要支援者の居宅において行われ 第百二十三号）第八条の二の定義上、要支援者の居宅において行

るものとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定 われるものとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは

できない。 算定できない。

⑹ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ⑹ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判 ① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判

定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五 定基準」の活用について」（平成五年十月二十六日老健第一三

号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日 五号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者

常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場 の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用い

合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は る場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果

主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）を 又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）

用いるものとする。 を用いるものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防 ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防

サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものと サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものと

する。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施につい する。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施につい

て」（平成十八年三月十七日老発第〇三一七〇〇一号厚生労働 て」（平成二十一年九月三十日老発第〇九三○第五号厚生労働

省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３

主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心

身の状態に関する意見 ⑴ 日常生活の自立度等について ・ 身の状態に関する意見 ⑴ 日常生活の自立度等について ・

認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。 認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。

なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定 なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定

を用いるものとする。 を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定 同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定

等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２⑷ 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査 「２⑷ 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査

票(基本調査)」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記 票(基本調査)」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記

載を用いるものとする。 載を用いるものとする。

⑺ 栄養管理について ⑺ 栄養管理について
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今回の改定では、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護にお

入所療養介護において、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用 いて、常勤の管理栄養士又は栄養士が、利用者の年齢、心身の状

者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供 況に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制の評価は

を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基 基本サービス費に包括されているところであり、各事業所におい

本サービス費への包括化を行ったところである。これは、当該加 て利用者の栄養状態の管理を適切に実施できる体制を維持するこ

算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行った と。

ものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性

は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続

き、これを適切に実施できる体制を維持すること。

２ 介護予防訪問介護費 ２ 介護予防訪問介護費

⑴ 介護予防訪問介護の意義について ⑴ 介護予防訪問介護の意義について

注１の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」 注１の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」

及び「生活援助中心型」の区分を一本化することとする。なお、 及び「生活援助中心型」の区分を一本化することとする。ただし、

対象となるサービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いと 介護予防訪問介護においては、通院等のための乗車又は降車の介

する。 助が中心である場合の単位数（以下この号において「通院等乗降

介助」という。）は算定しないこととし、通院等乗降介助以外の

サービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。

⑵ 介護予防訪問介護費の支給区分 ⑵ 介護予防訪問介護費の支給区分

介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによるこ 介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによるこ

ととする。注１に掲げる各支給区分（介護予防訪問介護費(Ⅰ)、(Ⅱ) ととする。注１ に掲げる各支給区分（介護予防訪問介護費(Ⅰ)、

又は(Ⅲ)をいう。以下同じ。）の算定に関する取扱いは次に定めるとこ (Ⅱ)又は(Ⅲ)をいう。以下同じ。）の算定に関する取扱いは次に

ろによる。 定めるところによる。

・ あらかじめ、指定介護予防支援事業者による適切なアセスメ ・ あらかじめ、介護予防支援事業者による適切なアセスメント

ントにより作成された介護予防サービス計画において、サービ により作成された介護予防サービス計画において、サービス担

ス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘 当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案し

案して、標準的に想定される一週当たりのサービス提供頻度に て、標準的に想定される一週当たりのサービス提供頻度に基づ

基づき、各区分を位置付けること。 き、各区分を位置付けること。

・ その際、一回当たりのサービス提供時間については、介護予 ・ その際、一回当たりのサービス提供時間については、介護予

防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程 防サービス計画において設定された生活機能向上に係る目標の

度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護 達成状況に応じて必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が

計画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数の程 作成する介護予防訪問介護計画に位置付けること。なお、サー

度については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、 ビス提供の時間や回数については、利用者の状態の変化、目標

必要に応じて変更されるべきものであって、当初の介護予防訪 の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであっ

問介護計画における設定に必ずしも拘束されるべきものではな て、当初の介護予防訪問介護計画における設定に必ずしも拘束

く、柔軟な対応を行うべきであること。 されるべきものではなく、目標が達成された場合は、新たな課
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⑽ 療養食加算 ⑽ 療養食加算について

８の⑼を準用する。 ８の⑼を準用する。

⑾ サービス提供体制強化加算 ⑾ サービス提供体制強化加算について

① ３⑷④から⑥まで並びに４⒄②及び③を参照のこと。なお、 ① ３⑺④から⑥まで並びに４⒅②及び③を参照のこと。なお、

この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所 この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務 者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務

は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に

従事している時間について行っても差し支えない。 従事している時間について行っても差し支えない。

② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員 ② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員

とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業 とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業

療法士として勤務を行う職員を指すものとする。 療法士として勤務を行う職員を指すものとする。

⑿ 介護職員処遇改善加算の取扱い

２⑻を参照のこと。

10 介護予防特定施設入居者生活介護費 10 介護予防特定施設入居者生活介護費

⑴ その他の介護予防サービスの利用について ⑴ その他の介護予防サービスの利用について

介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介 介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介

護予防サービスの利用については、介護予防特定施設入居者生活 護予防サービスの利用については、介護予防特定施設入居者生活

介護費を算定した月において、その他の介護予防サービスに係る 介護費を算定した月において、その他の介護予防サービスに係る

介護給付費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しな 介護給付費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しな

いものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、介護予防特 いものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、介護予防特

定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の 定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の

費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防サービス 費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防サービス

を利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居 を利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居

している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護を算定し、 している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護を算定し、

引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から介護予防特定 引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から介護予防特定

施設入居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するような 施設入居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するような

サービス利用は、介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣 サービス利用は、介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣

旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中 旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中

は介護予防特定施設入居者生活介護は算定できない。 は介護予防特定施設入居者生活介護は算定できない。

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護予防サー また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護予防サー

ビス（介護予防特定施設入居者生活介護の一環として行われるも ビス（介護予防特定施設入居者生活介護の一環として行われるも

の）の業務の一部を、当該介護予防特定施設の従業者により行わ の）の業務の一部を、当該介護予防特定施設の従業者により行わ

ず、外部事業者に委託している場合（例えば、機能訓練を外部の ず、外部事業者に委託している場合（例えば、機能訓練を外部の

理学療法士等に委託している場合等。）には、当該事業者が外部 理学療法士等に委託している場合等。）には、当該事業者が外部

事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その 事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その
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利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場 利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場

合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必 合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必

要である。 要である。

⑵ 個別機能訓練加算について ⑵ 個別機能訓練加算について

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基 ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基

づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。） づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）

について算定する。 について算定する。

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであ 職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであ

ること。 ること。

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職 ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用 員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を 者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を

作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法 作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法

等について評価等を行う。なお、介護予防特定施設入居者生活 等について評価等を行う。なお、介護予防特定施設入居者生活

介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防 介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防

特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもっ 特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもっ

て個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ て個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 と。

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回 ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回

以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録す 以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録す

る。 る。

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等） ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）

は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練 は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 の従事者により閲覧が可能であるようにすること。

⑶ 医療機関連携加算について ⑶ 医療機関連携加算について

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に ① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に

おいて「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以 おいて「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以

下この号において「情報提供日」という。）前三十日以内にお 下この号において「情報提供日」という。）前三十日以内にお

いて、介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が十四日 いて、介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が十四日

未満である場合には、算定できないものとする。 未満である場合には、算定できないものとする。

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 ② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定介護予 ③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提 防特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提

供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供 供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供
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する情報の内容について定めておくこと。なお、必要に応じて する情報の内容について定めておくこと。なお、必要に応じて

これら以外の情報を提供することを妨げるものではない。 これら以外の情報を提供することを妨げるものではない。

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの ④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの

間において、指定介護予防サービス基準第二百四十九条に基づ 間において、指定介護予防サービス基準第二百四十九条に基づ

き、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。 き、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ ⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ

ＡＸを含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、 ＡＸを含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、

協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機 協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機

関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる 関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる

方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の 方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の

利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認 利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認

を得ても差し支えない。 を得ても差し支えない。

⑷ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費 ⑷ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費

① 報酬の算定及び支払方法について ① 報酬の算定及び支払方法について

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、

基本サービス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定 基本サービス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定

施設入居者生活介護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービ 施設入居者生活介護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービ

ス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相 ス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相

当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指定 当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指定

介護予防サービス事業者（以下「受託介護予防サービス事業者」 介護予防サービス事業者（以下「受託介護予防サービス事業者」

という。）が提供する介護予防サービス部分）から成り、イ及 という。）が提供する介護予防サービス部分）から成り、イ及

びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介 びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介

護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用 護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用

型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。 型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。

介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない 介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない

場合の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ 場合の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ

適用されることとなる。 適用されることとなる。

なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活 なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の 介護事業者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の

配置は義務付けられていない。 配置は義務付けられていない。

イ 基本サービス部分は一日につき六十単位とする。 イ 基本サービス部分は一日につき五十八単位とする。

ロ （略） ロ （略）

② 受託居宅サービス事業者への委託料について ② 受託居宅サービス事業者への委託料について

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者が受託介護予防サービス事業者に支払う委託料は、個々の 業者が受託介護予防サービス事業者に支払う委託料は、個々の
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委託契約に基づくものである。 委託契約に基づくものである。

③ 障害者等支援加算について ③ 障害者等支援加算について

「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下 「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下

の障害等を持つ者を指すものである。 の障害等を持つ者を指すものである。

ａ 「療育手帳制度について」（昭和四十九年九月二十七日付 ａ 「療育手帳制度について」（昭和四十九年九月二十七日付

厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知）第五の２の規定 厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知）第五の２の規定

により療育手帳の交付を受けた者 により療育手帳の交付を受けた者

ｂ 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十 ｂ 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十

五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神 五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断さ ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断さ

れた者 れた者

⑸ 介護職員処遇改善加算の取扱い

２の⑻を参照のこと

11 介護予防福祉用具貸与費 11 介護予防福祉用具貸与費

⑴ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱い ⑴ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱い

は、以下のとおりである。 は、以下のとおりである。

① 交通費の算出方法について ① 交通費の算出方法について

注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域におい 注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域におい

て指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額 て指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額

は、最も経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある は、最も経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある

場合は、最も安価な階級）による交通費とすることを基本とし 場合は、最も安価な階級）による交通費とすることを基本とし

て、実費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運 て、実費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運

搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合に 搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合に

は燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運搬した場合は は燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運搬した場合は

その利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利用者に貸 その利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利用者に貸

与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又は一度に複数の利 与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又は一度に複数の利

用者に係る介護予防福祉用具貸与のための運搬又は移動を行う 用者に係る介護予防福祉用具貸与のための運搬又は移動を行う

場合における交通費の実費を勘案して、合理的に算出するもの 場合における交通費の実費を勘案して、合理的に算出するもの

とする。 とする。

② 交通費の価格体系の設定等について ② 交通費の価格体系の設定等について

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方

法について、あらかじめ利用者の居住する地域に応じた価格体 法について、あらかじめ利用者の居住する地域に応じた価格体

系を設定し、運営規程に記載しておくものとする。 系を設定し、運営規程に記載しておくものとする。

なお、指定介護予防福祉用具貸与事業者は、運営規程に記載 なお、指定介護予防福祉用具貸与事業者は、運営規程に記載
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参照 準用

訪問通所サービス通知の第一の１の⑴から⑷
第一 届出手続の運用
１ 届出の受理
⑴ 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷地内において複
数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可とする。）。

⑵ 要件審査
届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準と
し、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の補正に要する時間は除く。）。

⑶ 届出の受理
要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

⑷ 国保連合会等への通知
届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること

訪問通所サービス通知の第一の２から６
第一 届出手続の運用
２ 届出事項の公開

届出事項については都道府県（地方自治法（昭和二十二年年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）
及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市。）において閲覧に供するほか、事業
者においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。

３ 届出事項に係る事後調査の実施
届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い
① 事後調査等により、届出時点において要件に合致してないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消
しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであること。当
該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業
者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判
明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に
おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ
とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還
４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に

返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。

訪問通所サービス通知の第二の１の⑴
第二 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項
１ 通則
⑴ 算定上における端数処理について
① 単位数算定の際の端数処理
単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算
（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合
を乗じていく計算になる。
（例）訪問介護（身体介護中心 20分以上 30分未満で 254単位）
・２級訪問介護員のサービス提供責任者を配置している場合、所定単位数の 90％を算定

254× 0.9＝ 228.6→ 229単位
・この事業所が特定事業所加算（Ⅲ）を算定している場合、所定単位数の 10%を加算

229× 1.1＝ 251.9→ 252単位
＊ 254× 0.9× 1.1＝ 251.46として四捨五入するのではない。
②金額換算の際の端数処理
算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満（小数点以下）の端数については「切り捨て」とする。
（例）前記①の事例で、このサービスを月に５回提供した場合
（地域区分は特別区）

252単位× 5回＝ 1,260単位
1,260単位× 11.26円／単位＝ 14,187.6円→ 14,187円

なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、
既に端数処理をした単位数（整数値）である。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
２(15)
介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算は、平成二十三年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円
滑に介護報酬に移行することを目的とし平成二十六年度までの間に限り創設したものである。その内容については、別途通知（「介護職員処遇改善
加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
２(8)
介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算は、平成二十三年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円
滑に介護報酬に移行することを目的とし平成二十六年度までの間に限り創設したものである。その内容については、別途通知（「介護職員処遇改善
加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。
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FAX 送信表 

 

 

岡山県 保健福祉部 長寿社会課 事業者指導班 行 

 

                                    送付先 FAX 番号 ０８６－２２４－２２１５ 

 

県からの通知等に係るメールアドレス登録について 

（特定施設入居者生活介護） 
 

                                       記入日 平成  年  月  日 

 

事業所名 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールアドレス 

 

 

 

 

 

 

  メールアドレスの有無        有   ・   無 

 

 

 

 

  アドレス記入欄 

 （正確に記載すること） 

 

 

 

 

 

 

記入者 

 

 

 

 

 

 

 

  職 名 

 

 

  氏 名 

 

 

  電 話 

 

 

  F A X    
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